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事務所などのパソコンから、法人市民税・個人住民税（特別徴収分、退職所得分）などを複数の自
治体へ一括納付できる電子システムです。ぜひご利用ください。 ID1001825i納税課☎（338）6852共通納税システム（eLTAX）で業務効率化！

東京都最低賃金が改正されます

　東京都最低賃金（地域別最低賃金）
は 令 和６年10月１日 か ら 時 間 額
1,163円に改正されます。都内で労
働者を使用する全ての事業場および
同事業場で働く全ての労働者（都内
の事業場に派遣中の労働者を含む）
に適用されます。
　最低賃金・賃金引き上げに向けた
環境整備のための支援策として、業
務改善助成金などの各種助成金制度
を設けています。
i東京都最低賃金について＝東京労
働局労働基準部賃金課☎03（3512）
1614、東京働き方改革推進支援セン
ター＝☎0120（232）865（平日午前９
時～午後６時）、業務改善助成金に
ついて＝業務改善助成金コールセン
ター☎0120（366）440（平日午前８時
30分 ～ 午 後５時15分）、キ ャ リ ア
アップ助成金（賃金規定等改定コー
ス）・人材確保等支援助成金につい
て＝事業場の所在地を管轄するハロ
ーワーク〔市内の場合はハローワー
ク府中☎042（336）8609〕

個人事業主・中小規模事業主、従
業員の皆さんへ！多摩市勤労者市
民共済会の会員になりませんか？
　市内事業所の従業員・事業主への
総合的な福利厚生の充実を目的に、
各種事業を行っています。
　令和６年９～11月入会手続の方は
入会金・３カ月分の会費が無料にな
ります！
t市内事業所（従業員100人以下）の
従業員と事業主、市内在住の市外事
業所従業員または事業主（他市共済
会員を除く）n下表の通りs入会金 
・月会費とも１人500円備考経営者負
担の会費は税法上で必要経費に計上
可 ID1002493i経済観光課内多摩市
勤労者市民共済会事務局☎（338）6830、
URLhttps://tamashi.zenpuku.or.jp/

内容 金額など
旅行補助 2,000円※
定期健康診断または
人間ドック補助

2,000円または5,000円
※

自己啓発補助 5,000円※
中小企業退職金共済
掛金補助 月額1人500円を3年間

共済給付 
（慶弔金など） 5,000〜200,000円

余暇活動事業
映 画・レ ジ ャ ー 施
設・温浴施設などの
割り引き、バスツア
ー・教室開催ほか

※年度内1人1回

令和７年度から市立中学校で使用
する教科用図書が決まりました
　教育委員会は、８月26日に開催し

た定例会で令和７年度から市立中学
校で使用する教科用図書を採択しま
した。採択された各教科の教科用図
書は下表の通りです。

種目 発行者
国語 光村図書出版
書写 光村図書出版
社会（地理） 東京書籍
社会（歴史） 東京書籍
社会（公民） 東京書籍
地図 東京書籍
数学 東京書籍
理科 新興出版社啓林館
音楽（一般） 教育芸術社
音楽（器楽） 教育芸術社
美術 光村図書出版
保健体育 大修館書店
技術・家庭（技術） 東京書籍
技術・家庭（家庭） 東京書籍
英語 光村図書出版
道徳 東京書籍

ID 1015745i教育指導課☎（338）68 
77・v（337）7620

９月23日㈪は「手話言語の国際
デー」です
　午後６時から、聖蹟桜ヶ丘駅前
ヴィータ・コミューネ正面広場にあ
る時計塔をシンボルカラーの青色に
ライトアップします。
　「手話言語の国際デー」は、平成29
年に国連総会で決議され、手話言語
が音声言語と対等であることを認め、
ろう者の生活において、手話言語に
よるコミュニケーションや情報提供
が保障されるよう、手話が言語であ
るという意識を広めることを目的と
して制定されました。
i障害福祉課☎（338）6903・v（37 
1）1200

「令和５年度第４次多摩市女と男
がともに生きる行動計画推進状
況評価報告書」を発行しました
　行動計画に記載された各事業にお
ける、令和５年度の取り組み状況に
ついての評価をまとめた報告書です。
閲覧場所ＴＡＭＡ女性センター（ヴ 
ィータ）、市役所第二庁舎１階行政
資料室、各市立図書館、公式ホーム
ページ ID 1015743i平和・人権課☎

（355）2110・v（339）0491

傍聴

〔共通事項〕
備考会場先着順m当日直接会場へ
●�令和６年度第４回多摩市男女平等
参画推進審議会
d10月３日㈭午後３時～５時bTA 

　市は、国の交付金を活用して、
更なる脱炭素・省エネルギー社会
を目指します。個人向けでは、既
存の住宅用創エネルギー・省エネ
ルギー補助金とは別に、新たに太
陽光発電システムと蓄電池を同時
設置した方に向けた補助金を始め
ます。また、事業者向けには、太
陽光発電システム補助を開始しま
す。
補助対象機器など太陽光発電シス
テムと蓄電池の同時設置（個人）、
太陽光発電システム設置（事業者）
補助金額下表の通り申請期間10月
１日㈫から、事業者は令和７年１
月31日㈮まで、個人は令和７年２

月28日㈮まで補助対象要件着工・
設置が令和６年６月27日以降で、
令和７年２月28日㈮までに支払い
が完了し、稼働を開始しているこ
となど（個人と事業者では、申請
機器・条件が異なる）備考先着
順・予算額に到達次第終了。個人
向けの「多摩市住宅用創エネルギ
ー・省エネルギー機器等導入補助
金」との併用不可。個人の場合は、
機器の設置後に要申請。事業者の
場合は、機器の設置前に要申請。
補助対象要件や申請方法などの詳
細は、公式ホームページ参照 ID
1015756i環境政策課☎（338）683 
1・v（338）6857

市民向け太陽光と蓄電池セットメニューと事業者
向け太陽光発電システム補助を新たに始めます！

対象者 太陽光発電システム 蓄電池 補助要件

個人
30,000円／kw

上限なし
※市内事業者利用のみ

購入・設置にかか
る費用の3/4

上限200,000円

・ 太陽光発電システムと蓄電池をセッ
トで設置すること

・ FITおよびFIP制度を利用しないこと
・ 購入および設置工事に市内事業者を

利用すること

市内
事業者

市内事業者利用時
30,000円/kw

市外事業者利用時
20,000円/kw

いずれも上限なし

―
・ FITおよびFIP制度を利用しないこと
・ 災害時に市民への災害時支援を行う

こと

MA女性センター活動交流室c10人
n第４次多摩市女と男がともに生き
る行動計画中間見直し他 ID 1013700 
i平和・人権課☎（355）2110
●�令和６年度第３回多摩市都市計画
審議会
d10月15日㈫午前10時b市役所第二
庁舎会議室c10人n多摩都市計画生
産緑地地区の変更など ID 1006068i

都市計画課☎（338）6856
●�令和６年10月多摩市教育委員会定
例会

d10月15日㈫午後３時・28日㈪午後
２時b教育委員会会議室（ベルブ５
階）c各10人n付議案件の報告・決
定など備考日時・場所は変更になる
場合あり。事前に要問い合わせ ID10 
05473i教育振興課☎（338）6872

①豊ヶ丘複合施設
　平成29年度から今後の施設のあ
り方を市民の皆さんと検討してい
る豊ヶ丘複合施設について、持続
可能な施設とするために「豊ヶ丘
複合施設整備方針（素案）」を取り
まとめました。この内容を地域の
皆さんにご説明し、ご意見をいた
だくために意見交換会を開催しま
す。
d10月６日㈰午前10時～正午b
豊ヶ丘地区市民ホール第一会議室
ID1015652

②東寺方複合施設
　東寺方地区市民ホール・老人福
祉館・図書館・児童館が入る地域
の拠点「東寺方複合施設」は、大規
模改修に向けて検討しています。

これまでの検討経過や検討中のコ
ミュニティ施設・児童館に関する
方針、今後の進め方などについて
地域の皆さんにご説明し、ご意見
をいただくために意見交換会を開
催します。
d10月12日㈯午後１時30分～３時
30分b東寺方地区市民ホール第一
会議室 ID1015783

〔共通事項〕
t市内在住者c各40人（申し込み
先着順）備考詳細は、公式ホーム
ページ参照または要問い合わせ
mi①10月４日㈮までに②10月10
日㈭までに、公式ホームページの
インターネット手続きまたは電話
で、行政管理課☎（338）6948へ

豊ヶ丘複合施設・東寺方複合施設に関する
地域意見交換会を開催します


